
日医発第５７５号（保 118） 

平 成 ２ ２ 年 ９ 月 １ ５ 日 

 

 

都道府県医師会長 殿 

 

 

日本医師会長 

原 中 勝 征 

 

 

健康保険被保険者証の券面表示の改正について 

 

 

平成２２年８月３１日、健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省

令（平成２２年厚生労働省令第９８号）が公布、同日施行され、健康保険被保険者証（被保

険者・被扶養者）の「事業所名称」及び「事業所所在地」、船員保険被保険者証（被保険者・

被扶養者）の「船舶所有者名称（氏名）」及び「船舶所有者所在地」の記載を削除すること

となりましたのでご連絡申し上げます。 

今回の改正は、政府の「国民の声集中受付月間（第１回）」において提出された提案及び

「全国規模の規制改革要望」に係る過去の未実現提案等を検討し、平成２２年６月１８日に

閣議決定された対処方針に基づいて改正されたものであります。 

本改正により、従来、被保険者が事業所の名称又は所在地に変更が生じた場合には、保険

者に被保険者証を提出することが義務づけられていましたが、これは不要となりました。 

また、本改正前の様式による被保険者証については、当分の間、改正後の様式による被保

険者証とみなすこととされますが、改正前の様式による被保険者証については、事業所名称

等に変更が生じた場合には、従前の取扱いのとおり、被保険者は遅滞なく被保険者証を保険

者に提出する必要があります。 

なお、その他の運用上の留意点として、①保険者の判断により、事業所の名称及び所在地

（又はいずれか一方）を引き続き記載しても差し支えない、②保険者の判断により、被保険

者証に事業所名称及び事業所所在地（又はいずれか一方）の記載欄は残したまま、具体的な

名称及び所在地（又はいずれか一方）の記載のみを省略することも差し支えないとしており

ます。 

さらに、紙の被保険者証の取扱いにつきましても、今回の改正を受け、①事業所名称及び

事業所所在地の記載を様式から削除することができる、②事業所名称及び事業所所在地の記

載がない紙の被保険者証を有する被保険者は、事業所の名称又は所在地に変更が生じた場合

は、保険者への被保険者証の提出を不要とする、③事業所名称及び事業所所在地が記載され

ている紙の被保険者証を有する被保険者は、事業所の名称及び所在地に変更が生じた場合は、

遅滞なく被保険者証を保険者に提出しなければならない。 

その他、具体的な様式等の詳細につきましては、添付文書をご参照ください。 

 



 

 

＜添付資料＞ 

 健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令の施行について 

 （平 22.8.31 保発 0831第 5号 厚生労働省保険局長） 

 

＜参考資料＞ 

 ① 健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令 

  （平 22.8.31 厚生労働省令第 98号 厚生労働大臣） 

 ② 健康保険法施行規則（大正十五年内務省令第三十六号）新旧対照条文 

   船員保険法施行規則（昭和十五年厚生省令第五号）新旧対照条文 

 ③ 「国民の声集中受付月間（第１回）」において提出された提案等への 

対処方針について（平 22.6.18 閣議決定） 

 ④ 「国民の声」健康保険被保険者証の券面表示の見直しの要望 

 



保発０８３１第５号 

平成２２年８月３１日 

 

日本医師会長   殿 

 

 

厚生労働省保険局長    

 

 

健康保険法施行規則及び船員保険法施行規 

則の一部を改正する省令の施行について 

 

 

健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令（平成２

２年厚生労働省令第９８号。以下「改正省令」という。）が本日公布され、同

日から施行されたところであるが、改正の趣旨、内容等は下記のとおりである

ので、御了知願いたい。 

 

 

記 

 

 

１ 改正の趣旨 

健康保険の被保険者証の記載事項について、「「国民の声集中受付月間（第

１回）」において提出された提案等への対処方針について」（平成２２年６月

１８日閣議決定）において、保険者の事務負担を軽減する観点から、事業所

の名称及び所在地の記載を省略できるようにすることとしたことを踏まえ、

改正するものである。 

 

２ 改正の内容 

(1) 健康保険法施行規則（大正１５年内務省令第３６号）の一部改正（改正

省令第１条及び附則第２条関係） 

イ 被保険者証の提出義務の見直し（第４８条関係） 

被保険者は、被保険者証の事業所の名称又は所在地に変更が生じた場

合に、保険者に被保険者証を提出することとしていたが、これを不要と

したこと。  

ロ 被保険者証の「事業所名称」及び「事業所所在地」の記載の削除（様
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式第９号（１）表面及び様式第９号（２）表面関係） 

被保険者証の記載から「事業所名称」及び「事業所所在地」の記載を

削除したこと。 

ハ 経過措置（改正省令附則第２条関係） 

① この省令の改正前の様式による被保険者証については、当分の間、

改正後の様式による被保険者証とみなすこととしたこと。 

② この省令の改正前の様式による被保険者証については、事業所名称

等に変更があった場合に、変更前の事業所名称等が記載された被保険

者証を用いることのないよう、この省令の改正前の健康保険法施行規

則第４８条を適用することとし、被保険者は、事業所の名称又は所在

地に変更が生じた場合、遅滞なく、被保険者証を保険者に提出しなけ

ればならないこととしたこと。 

 

(2) 船員保険法施行規則（昭和１５年厚生省令第５号）の一部改正（改正省

令第２条及び附則第３条関係） 

（１）に準じた改正を行うこととしたこと。 

 

３ 施行期日 

公布日（平成２２年８月３１日）から施行することとしたこと。 

     

４ 運用上の留意点について 

(1) 事業所名称及び事業所所在地の記載欄について 

イ 保険者の判断で、事業所の名称及び所在地（又はいずれかの一方）を

引き続き記載しても差し支えないこと。 

ロ 保険者の判断で、被保険者証に事業所名称及び事業所所在地（又はい

ずれかの一方）の記載欄は残したまま、具体的な名称及び所在地（又は

いずれかの一方）の記載のみを省略することも差し支えないこと。 

(2) 紙の被保険者証の取扱いについて 

イ 紙の被保険者証についても、今回の改正省令を踏まえ、事業所名称及

び事業所所在地の記載を様式から削除することができることとするこ

と。 

ロ 事業所名称及び事業所所在地の記載がない紙の被保険者証を有する被

保険者は、事業所の名称又は所在地に変更が生じた場合は、保険者への

被保険者証の提出を不要とすること。 

ハ 事業所名称及び事業所所在地が記載されている紙の被保険者証を有す

る被保険者は、事業所の名称又は所在地に変更が生じた場合、遅滞な

く、被保険者証を保険者に提出しなければならないこととすること。 



平成™™年Ÿ月š˜日 火曜日 第œšŸ�号官 報

（
船
員
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

船
員
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
十
五
年
厚
生
省

令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
六
条
第
一
項
中
「
、
船
舶
所
有
者
の
氏
名
若

し
く
は
住
所
」
及
び「（
同
一
の
都
道
府
県
の
区
域
内
に

お
け
る
船
舶
所
有
者
の
住
所
の
変
更
を
除
く
。）」
を
削

る
。様

式
第
一
号
\
（
表
面
）
中
「本

人

」、「船
舶
所
有

者
所
在
地

」
及
び
「船

舶
所
有
者
名
称

」
を
削
る
。

様
式
第
一
号
]
（
表
面
）
中
「家

族

」、「船
舶
所
有

者
所
在
地

」
及
び
「船

舶
所
有
者
氏
名

」
を
削
る
。

〇
厚
生
労
働
省
令
第
九
十
八
号

健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
二
百

七
条
及
び
船
員
保
険
法（
昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十
三
号
）

第
百
五
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
健
康
保
険
法
施
行
規

則
及
び
船
員
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
二
年
八
月
三
十
一
日

厚
生
労
働
大
臣

長
妻

昭

健
康
保
険
法
施
行
規
則
及
び
船
員
保
険
法
施
行
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
健
康
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

健
康
保
険
法
施
行
規
則
（
大
正
十
五
年
内
務
省

令
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
八
条
第
一
項
、
第
百
二
十
一
条
及
び
第
百
三

十
二
条
中
「
、
事
業
所
の
名
称
若
し
く
は
所
在
地
」
及

び「（
協
会
が
管
掌
す
る
健
康
保
険
に
あ
っ
て
は
、
同
一

の
都
道
府
県
の
区
域
内
に
お
け
る
事
業
所
の
所
在
地
の

変
更
を
除
く
。）」
を
削
る
。

第
百
十
七
条
中
「
、
事
業
所
の
名
称
若
し
く
は
所
在

地
」
及
び
「
に
変
更
（
協
会
が
管
掌
す
る
健
康
保
険
に

あ
っ
て
は
、
同
一
の
都
道
府
県
の
区
域
内
に
お
け
る
事

業
所
の
所
在
地
の
変
更
を
除
く
。）」
を
削
り
、「
居
所
に

変
更
」
を
「
居
所
」
に
改
め
る
。

第
百
三
十
四
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
中

「
、
事
業
所
の
名
称
若
し
く
は
所
在
地
又
は
被
扶
養
者

の
氏
名
に
変
更
（
協
会
が
管
掌
す
る
健
康
保
険
に
あ
っ

て
は
、
同
一
の
都
道
府
県
の
区
域
内
に
お
け
る
事
業
所

の
所
在
地
の
変
更
を
除
く
。）」
を
削
り
、「
居
所
又
は
被

扶
養
者
の
氏
名
に
変
更
」
を
「
居
所
」
に
改
め
る
。

様
式
第
九
号
\
（
表
面
）
及
び
様
式
第
九
号
]
（
表

面
）
中「

事
業
所
所
在
地
」

及
び「

事
業
所
名
称
」

を

削
る
。

˜
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附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
健
康
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措

置
）

第
二
条

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
健
康
保
険
法

施
行
規
則
の
様
式
に
よ
る
健
康
保
険
被
保
険
者
証
（
次

項
に
お
い
て
「
旧
健
保
被
保
険
者
証
」
と
い
う
。）は
、

当
分
の
間
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
健
康
保

険
法
施
行
規
則
（
次
項
に
お
い
て
「
新
健
保
規
則
」
と

い
う
。）の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
旧
健
保
被
保
険
者
証
が
新
健
保

規
則
の
様
式
に
よ
る
健
康
保
険
被
保
険
者
証
と
み
な
さ

れ
る
場
合
に
お
け
る
新
健
保
規
則
第
四
十
八
条
第
一
項

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
又
は
被
扶
養

者
の
氏
名
に
変
更
」
と
あ
る
の
は
、「
、
事
業
所
の
名
称

若
し
く
は
所
在
地
又
は
被
扶
養
者
の
氏
名
に
変
更
（
協

会
が
管
掌
す
る
健
康
保
険
に
あ
っ
て
は
、
同
一
の
都
道

府
県
の
区
域
内
に
お
け
る
事
業
所
の
所
在
地
の
変
更
を

除
く
。）」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
船
員
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措

置
）

第
三
条

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
船
員
保
険
法

施
行
規
則
の
様
式
に
よ
る
船
員
保
険
被
保
険
者
証
（
次

項
に
お
い
て
「
旧
船
保
被
保
険
者
証
」
と
い
う
。）は
、

当
分
の
間
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
船
員
保

険
法
施
行
規
則
（
次
項
に
お
い
て
「
新
船
保
規
則
」
と

い
う
。）の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
旧
船
保
被
保
険
者
証
が
新
船
保

規
則
の
様
式
に
よ
る
船
員
保
険
被
保
険
者
証
と
み
な
さ

れ
る
場
合
に
お
け
る
新
船
保
規
則
第
三
十
六
条
第
一
項

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
又
は
被
扶
養

者
の
氏
名
に
変
更
」
と
あ
る
の
は
、「
、
船
舶
所
有
者
の

氏
名
若
し
く
は
住
所
又
は
被
扶
養
者
の
氏
名
に
変
更

（
同
一
の
都
道
府
県
の
区
域
内
に
お
け
る
船
舶
所
有
者

の
住
所
の
変
更
を
除
く
。）」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。
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新

旧

対

照

条

文

◎

健
康
保
険
法
施
行
規
則(

大
正
十
五
年
内
務
省
令
第
三
十
六
号)

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
被
保
険
者
証
の
訂
正
）

（
被
保
険
者
証
の
訂
正
）

第
四
十
八
条

被
保
険
者
は
、
被
保
険
者
証
の
記
号
若
し
く
は
番
号
、
そ
の
氏
名
又

第
四
十
八
条

被
保
険
者
は
、
被
保
険
者
証
の
記
号
若
し
く
は
番
号
、
そ
の
氏
名
、

は
被
扶
養
者
の
氏
名
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
被
保
険
者
証
を
保

事
業
所
の
名
称
若
し
く
は
所
在
地
又
は
被
扶
養
者
の
氏
名
に
変
更
（
協
会
が
管
掌

険
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
協
会
に
提
出
す
る

す
る
健
康
保
険
に
あ
っ
て
は
、
同
一
の
都
道
府
県
の
区
域
内
に
お
け
る
事
業
所
の

と
き
は
事
業
主
及
び
厚
生
労
働
大
臣
の
順
に
、
健
康
保
険
組
合
に
提
出
す
る
と
き

所
在
地
の
変
更
を
除
く
。
）
が
あ
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
被
保
険
者
証
を
保

は
事
業
主
を
経
由
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

険
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
協
会
に
提
出
す
る

と
き
は
事
業
主
及
び
厚
生
労
働
大
臣
の
順
に
、
健
康
保
険
組
合
に
提
出
す
る
と
き

は
事
業
主
を
経
由
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
日
雇
特
例
被
保
険
者
手
帳
に
係
る
準
用
）

（
日
雇
特
例
被
保
険
者
手
帳
に
係
る
準
用
）

第
百
十
七
条

第
四
十
八
条
（
第
三
項
を
除
く
。
）
の
規
定
は
日
雇
特
例
被
保
険
者

第
百
十
七
条

第
四
十
八
条
（
第
三
項
を
除
く
。
）
の
規
定
は
日
雇
特
例
被
保
険
者

手
帳
の
訂
正
に
、
第
四
十
九
条
（
第
五
項
を
除
く
。
）
の
規
定
は
日
雇
特
例
被
保

手
帳
の
訂
正
に
、
第
四
十
九
条
（
第
五
項
を
除
く
。
）
の
規
定
は
日
雇
特
例
被
保

険
者
手
帳
の
再
交
付
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
十
八
条

険
者
手
帳
の
再
交
付
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
十
八
条

第
一
項
中
「
被
保
険
者
証
の
記
号
若
し
く
は
番
号
、
そ
の
氏
名
又
は
被
扶
養
者
の

第
一
項
中
「
被
保
険
者
証
の
記
号
若
し
く
は
番
号
、
そ
の
氏
名
、
事
業
所
の
名
称

氏
名
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
氏
名
、
住
所
又
は
居
所
」
と
、
「
保
険
者
に
提
出
し

若
し
く
は
所
在
地
又
は
被
扶
養
者
の
氏
名
に
変
更
（
協
会
が
管
掌
す
る
健
康
保
険

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
協
会
に
提
出
す
る
と
き
は
事
業
主

に
あ
っ
て
は
、
同
一
の
都
道
府
県
の
区
域
内
に
お
け
る
事
業
所
の
所
在
地
の
変
更

及
び
厚
生
労
働
大
臣
の
順
に
、
健
康
保
険
組
合
に
提
出
す
る
と
き
は
事
業
主
を
経

を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
氏
名
、
住
所
又
は
居
所
に
変
更
」
と
、
「
保

由
し
て
行
う
も
の
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
厚
生
労
働
大
臣
又
は
指
定
市
町
村
長

険
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
協
会
に
提
出
す
る
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に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
保
険
者
」
と
あ
る
の
は

と
き
は
事
業
主
及
び
厚
生
労
働
大
臣
の
順
に
、
健
康
保
険
組
合
に
提
出
す
る
と
き

「
厚
生
労
働
大
臣
又
は
指
定
市
町
村
長
」
と
、
「
訂
正
し
、
事
業
主
を
経
由
し
て

は
事
業
主
を
経
由
し
て
行
う
も
の
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
厚
生
労
働
大
臣
又
は

」
と
あ
る
の
は
「
訂
正
し
て
、
」
と
、
第
四
十
九
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四

指
定
市
町
村
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
保
険
者

項
中
「
保
険
者
」
と
あ
る
の
は
「
厚
生
労
働
大
臣
又
は
指
定
市
町
村
長
」
と
読
み

」
と
あ
る
の
は
「
厚
生
労
働
大
臣
又
は
指
定
市
町
村
長
」
と
、
「
訂
正
し
、
事
業

替
え
る
も
の
と
す
る
。

主
を
経
由
し
て
」
と
あ
る
の
は
「
訂
正
し
て
、
」
と
、
第
四
十
九
条
第
一
項
、
第

三
項
及
び
第
四
項
中
「
保
険
者
」
と
あ
る
の
は
「
厚
生
労
働
大
臣
又
は
指
定
市
町

村
長
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
受
給
資
格
者
票
に
係
る
準
用
）

（
受
給
資
格
者
票
に
係
る
準
用
）

第
百
二
十
一
条

第
四
十
八
条
（
第
三
項
を
除
く
。
）
の
規
定
は
受
給
資
格
者
票
の

第
百
二
十
一
条

第
四
十
八
条
（
第
三
項
を
除
く
。
）
の
規
定
は
受
給
資
格
者
票
の

訂
正
に
、
第
四
十
九
条
（
第
五
項
を
除
く
。
）
の
規
定
は
受
給
資
格
者
票
の
再
交

訂
正
に
、
第
四
十
九
条
（
第
五
項
を
除
く
。
）
の
規
定
は
受
給
資
格
者
票
の
再
交

付
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
十
八
条
第
一
項
中
「
被
保

付
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
十
八
条
第
一
項
中
「
被
保

険
者
証
の
記
号
若
し
く
は
番
号
、
そ
の
氏
名
又
は
被
扶
養
者
の
氏
名
に
変
更
が
あ

険
者
証
の
記
号
若
し
く
は
番
号
、
そ
の
氏
名
、
事
業
所
の
名
称
若
し
く
は
所
在
地

っ
た
と
き
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
氏
名
、
住
所
若
し
く
は
居
所
若
し
く
は
そ
の
被

又
は
被
扶
養
者
の
氏
名
に
変
更
（
協
会
が
管
掌
す
る
健
康
保
険
に
あ
っ
て
は
、
同

扶
養
者
の
氏
名
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
、
又
は
そ
の
被
扶
養
者
に
異
動
が
生
じ
た

一
の
都
道
府
県
の
区
域
内
に
お
け
る
事
業
所
の
所
在
地
の
変
更
を
除
く
。
）
が
あ

と
き
」
と
、
「
保
険
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

っ
た
と
き
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
氏
名
、
住
所
若
し
く
は
居
所
若
し
く
は
そ
の
被

協
会
に
提
出
す
る
と
き
は
事
業
主
及
び
厚
生
労
働
大
臣
の
順
に
、
健
康
保
険
組
合

扶
養
者
の
氏
名
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
、
又
は
そ
の
被
扶
養
者
に
異
動
が
生
じ
た

に
提
出
す
る
と
き
は
事
業
主
を
経
由
し
て
行
う
も
の
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
協

と
き
」
と
、
「
保
険
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

会
又
は
委
託
市
町
村
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
保

協
会
に
提
出
す
る
と
き
は
事
業
主
及
び
厚
生
労
働
大
臣
の
順
に
、
健
康
保
険
組
合

険
者
」
と
あ
る
の
は
「
協
会
又
は
委
託
市
町
村
」
と
、
「
訂
正
し
、
事
業
主
を
経

に
提
出
す
る
と
き
は
事
業
主
を
経
由
し
て
行
う
も
の
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
協

由
し
て
」
と
あ
る
の
は
「
訂
正
し
て
、
」
と
、
第
四
十
九
条
第
一
項
、
第
三
項
及

会
又
は
委
託
市
町
村
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
保

び
第
四
項
中
「
保
険
者
」
と
あ
る
の
は
「
協
会
又
は
委
託
市
町
村
」
と
読
み
替
え

険
者
」
と
あ
る
の
は
「
協
会
又
は
委
託
市
町
村
」
と
、
「
訂
正
し
、
事
業
主
を
経

る
も
の
と
す
る
。

由
し
て
」
と
あ
る
の
は
「
訂
正
し
て
、
」
と
、
第
四
十
九
条
第
一
項
、
第
三
項
及

び
第
四
項
中
「
保
険
者
」
と
あ
る
の
は
「
協
会
又
は
委
託
市
町
村
」
と
読
み
替
え

る
も
の
と
す
る
。



（
準
用
）

（
準
用
）

第
百
三
十
二
条

第
四
十
八
条
（
第
三
項
を
除
く
。
）
の
規
定
は
特
別
療
養
費
受
給

第
百
三
十
二
条

第
四
十
八
条
（
第
三
項
を
除
く
。
）
の
規
定
は
特
別
療
養
費
受
給

票
の
訂
正
に
、
第
四
十
九
条
（
第
五
項
を
除
く
。
）
の
規
定
は
特
別
療
養
費
受
給

票
の
訂
正
に
、
第
四
十
九
条
（
第
五
項
を
除
く
。
）
の
規
定
は
特
別
療
養
費
受
給

票
の
再
交
付
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
十
八
条
第
一
項

票
の
再
交
付
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
十
八
条
第
一
項

中
「
被
保
険
者
証
の
記
号
若
し
く
は
番
号
、
そ
の
氏
名
又
は
被
扶
養
者
の
氏
名
に

中
「
被
保
険
者
証
の
記
号
若
し
く
は
番
号
、
そ
の
氏
名
、
事
業
所
の
名
称
若
し
く

変
更
が
あ
っ
た
と
き
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
氏
名
、
住
所
若
し
く
は
居
所
若
し
く

は
所
在
地
又
は
被
扶
養
者
の
氏
名
に
変
更
（
協
会
が
管
掌
す
る
健
康
保
険
に
あ
っ

は
そ
の
被
扶
養
者
の
氏
名
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
、
又
は
そ
の
被
扶
養
者
に
異
動

て
は
、
同
一
の
都
道
府
県
の
区
域
内
に
お
け
る
事
業
所
の
所
在
地
の
変
更
を
除
く

が
生
じ
た
と
き
」
と
、
「
保
険
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に

。
）
が
あ
っ
た
と
き
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
氏
名
、
住
所
若
し
く
は
居
所
若
し
く

お
い
て
、
協
会
に
提
出
す
る
と
き
は
事
業
主
及
び
厚
生
労
働
大
臣
の
順
に
、
健
康

は
そ
の
被
扶
養
者
の
氏
名
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
、
又
は
そ
の
被
扶
養
者
に
異
動

保
険
組
合
に
提
出
す
る
と
き
は
事
業
主
を
経
由
し
て
行
う
も
の
と
す
る
」
と
あ
る

が
生
じ
た
と
き
」
と
、
「
保
険
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に

の
は
「
協
会
又
は
委
託
市
町
村
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
、
同
条
第
二

お
い
て
、
協
会
に
提
出
す
る
と
き
は
事
業
主
及
び
厚
生
労
働
大
臣
の
順
に
、
健
康

項
中
「
保
険
者
」
と
あ
る
の
は
「
協
会
又
は
委
託
市
町
村
」
と
、
「
訂
正
し
、
事

保
険
組
合
に
提
出
す
る
と
き
は
事
業
主
を
経
由
し
て
行
う
も
の
と
す
る
」
と
あ
る

業
主
を
経
由
し
て
」
と
あ
る
の
は
「
訂
正
し
て
、
」
と
、
第
四
十
九
条
第
一
項
、

の
は
「
協
会
又
は
委
託
市
町
村
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
、
同
条
第
二

第
三
項
及
び
第
四
項
中
「
保
険
者
」
と
あ
る
の
は
「
協
会
又
は
委
託
市
町
村
」
と

項
中
「
保
険
者
」
と
あ
る
の
は
「
協
会
又
は
委
託
市
町
村
」
と
、
「
訂
正
し
、
事

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

業
主
を
経
由
し
て
」
と
あ
る
の
は
「
訂
正
し
て
、
」
と
、
第
四
十
九
条
第
一
項
、

第
三
項
及
び
第
四
項
中
「
保
険
者
」
と
あ
る
の
は
「
協
会
又
は
委
託
市
町
村
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
準
用
）

（
準
用
）

第
百
三
十
四
条

（
略
）

第
百
三
十
四
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
四
十
八
条
（
第
三
項
を
除
く
。
）
、
第
四
十
九
条
（
第
五
項
を
除
く
。
）
、

３

第
四
十
八
条
（
第
三
項
を
除
く
。
）
、
第
四
十
九
条
（
第
五
項
を
除
く
。
）
、

第
五
十
条
（
第
二
項
、
第
三
項
及
び
第
六
項
を
除
く
。
）
及
び
第
百
二
十
二
条
の

第
五
十
条
（
第
二
項
、
第
三
項
及
び
第
六
項
を
除
く
。
）
及
び
第
百
二
十
二
条
の

規
定
は
、
日
雇
特
例
被
保
険
者
又
は
そ
の
被
扶
養
者
に
係
る
健
康
保
険
特
定
疾
病

規
定
は
、
日
雇
特
例
被
保
険
者
又
は
そ
の
被
扶
養
者
に
係
る
健
康
保
険
特
定
疾
病

療
養
受
療
証
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「

療
養
受
療
証
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「

被
保
険
者
」
と
あ
る
の
は
、
「
日
雇
特
例
被
保
険
者
（
日
雇
特
例
被
保
険
者
で
あ

被
保
険
者
」
と
あ
る
の
は
、
「
日
雇
特
例
被
保
険
者
（
日
雇
特
例
被
保
険
者
で
あ



っ
た
者
を
含
む
。
）
」
と
読
み
替
え
る
ほ
か
、
第
四
十
八
条
第
一
項
中
「
被
保
険

っ
た
者
を
含
む
。
）
」
と
読
み
替
え
る
ほ
か
、
第
四
十
八
条
第
一
項
中
「
被
保
険

者
証
の
記
号
若
し
く
は
番
号
、
そ
の
氏
名
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
氏
名
、
住
所
若

者
証
の
記
号
若
し
く
は
番
号
、
そ
の
氏
名
、
事
業
所
の
名
称
若
し
く
は
所
在
地
又

し
く
は
居
所
」
と
、
「
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
協

は
被
扶
養
者
の
氏
名
に
変
更
（
協
会
が
管
掌
す
る
健
康
保
険
に
あ
っ
て
は
、
同
一

会
に
提
出
す
る
と
き
は
事
業
主
及
び
厚
生
労
働
大
臣
の
順
に
、
健
康
保
険
組
合
に

の
都
道
府
県
の
区
域
内
に
お
け
る
事
業
所
の
所
在
地
の
変
更
を
除
く
。
）
」
と
あ

提
出
す
る
と
き
は
事
業
主
を
経
由
し
て
行
う
も
の
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
提
出

る
の
は
「
そ
の
氏
名
、
住
所
若
し
く
は
居
所
又
は
被
扶
養
者
の
氏
名
に
変
更
」
と

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
訂
正
し
、
事
業
主
を
経
由
し
て

、
「
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
協
会
に
提
出
す
る
と

」
と
あ
る
の
は
「
訂
正
し
て
、
」
と
、
第
五
十
条
第
四
項
中
「
任
意
継
続
被
保
険

き
は
事
業
主
及
び
厚
生
労
働
大
臣
の
順
に
、
健
康
保
険
組
合
に
提
出
す
る
と
き
は

者
」
と
あ
る
の
は
、
「
日
雇
特
例
被
保
険
者
（
日
雇
特
例
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者

事
業
主
を
経
由
し
て
行
う
も
の
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

を
含
む
。
）
」
と
、
同
条
第
五
項
中
「
事
業
主
又
は
任
意
継
続
被
保
険
者
」
と
あ

な
い
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
訂
正
し
、
事
業
主
を
経
由
し
て
」
と
あ
る
の
は
「

る
の
は
、
「
日
雇
特
例
被
保
険
者
（
日
雇
特
例
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
を
含
む
。

訂
正
し
て
、
」
と
、
第
五
十
条
第
四
項
中
「
任
意
継
続
被
保
険
者
」
と
あ
る
の
は

）
」
と
、
第
百
二
十
二
条
第
一
項
中
「
協
会
又
は
委
託
市
町
村
」
と
あ
る
の
は
「

、
「
日
雇
特
例
被
保
険
者
（
日
雇
特
例
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
を
含
む
。
）
」
と

協
会
」
と
、
「
法
第
百
二
十
九
条
第
二
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
受
給
資
格
者

、
同
条
第
五
項
中
「
事
業
主
又
は
任
意
継
続
被
保
険
者
」
と
あ
る
の
は
、
「
日
雇

票
に
法
第
百
二
十
九
条
第
二
項
第
一
号
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
協
会
又
は
委
託

特
例
被
保
険
者
（
日
雇
特
例
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
を
含
む
。
）
」
と
、
第
百
二

市
町
村
」
と
あ
る
の
は
「
協
会
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

十
二
条
第
一
項
中
「
協
会
又
は
委
託
市
町
村
」
と
あ
る
の
は
「
協
会
」
と
、
「
法

第
百
二
十
九
条
第
二
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
受
給
資
格
者
票
に
法
第
百
二
十

九
条
第
二
項
第
一
号
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
協
会
又
は
委
託
市
町
村
」
と
あ
る

の
は
「
協
会
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

４

第
四
十
八
条
（
第
三
項
を
除
く
。
）
、
第
四
十
九
条
（
第
五
項
を
除
く
。
）
、

４

第
四
十
八
条
（
第
三
項
を
除
く
。
）
、
第
四
十
九
条
（
第
五
項
を
除
く
。
）
、

第
五
十
条
（
第
二
項
、
第
三
項
及
び
第
六
項
を
除
く
。
）
及
び
第
百
二
十
二
条
の

第
五
十
条
（
第
二
項
、
第
三
項
及
び
第
六
項
を
除
く
。
）
及
び
第
百
二
十
二
条
の

規
定
は
、
日
雇
特
例
被
保
険
者
又
は
そ
の
被
扶
養
者
に
係
る
限
度
額
適
用
認
定
証

規
定
は
、
日
雇
特
例
被
保
険
者
又
は
そ
の
被
扶
養
者
に
係
る
限
度
額
適
用
認
定
証

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
被
保
険
者
」

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
被
保
険
者
」

と
あ
る
の
は
、
「
日
雇
特
例
被
保
険
者
（
日
雇
特
例
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
を
含

と
あ
る
の
は
、
「
日
雇
特
例
被
保
険
者
（
日
雇
特
例
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
を
含

む
。
）
」
と
読
み
替
え
る
ほ
か
、
第
四
十
八
条
第
一
項
中
「
被
保
険
者
証
の
記
号

む
。
）
」
と
読
み
替
え
る
ほ
か
、
第
四
十
八
条
第
一
項
中
「
被
保
険
者
証
の
記
号

若
し
く
は
番
号
、
そ
の
氏
名
、
事
業
所
の
名
称
若
し
く
は
所
在
地
又
は
被
扶
養
者

若
し
く
は
番
号
、
そ
の
氏
名
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
氏
名
、
住
所
若
し
く
は
居
所

の
氏
名
に
変
更
（
協
会
が
管
掌
す
る
健
康
保
険
に
あ
っ
て
は
、
同
一
の
都
道
府
県

」
と
、
「
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
協
会
に
提
出
す

の
区
域
内
に
お
け
る
事
業
所
の
所
在
地
の
変
更
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
そ



る
と
き
は
事
業
主
及
び
厚
生
労
働
大
臣
の
順
に
、
健
康
保
険
組
合
に
提
出
す
る
と

の
氏
名
、
住
所
若
し
く
は
居
所
又
は
被
扶
養
者
の
氏
名
に
変
更
」
と
、
「
提
出
し

き
は
事
業
主
を
経
由
し
て
行
う
も
の
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
提
出
し
な
け
れ
ば

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
協
会
に
提
出
す
る
と
き
は
事
業
主

な
ら
な
い
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
訂
正
し
、
事
業
主
を
経
由
し
て
」
と
あ
る
の

及
び
厚
生
労
働
大
臣
の
順
に
、
健
康
保
険
組
合
に
提
出
す
る
と
き
は
事
業
主
を
経

は
「
訂
正
し
て
、
」
と
、
第
五
十
条
第
四
項
中
「
任
意
継
続
被
保
険
者
」
と
あ
る

由
し
て
行
う
も
の
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
、

の
は
、
「
日
雇
特
例
被
保
険
者
（
日
雇
特
例
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
を
含
む
。
）

同
条
第
二
項
中
「
訂
正
し
、
事
業
主
を
経
由
し
て
」
と
あ
る
の
は
「
訂
正
し
て
、

」
と
、
同
条
第
五
項
中
「
事
業
主
又
は
任
意
継
続
被
保
険
者
」
と
あ
る
の
は
、
「

」
と
、
第
五
十
条
第
四
項
中
「
任
意
継
続
被
保
険
者
」
と
あ
る
の
は
、
「
日
雇
特

日
雇
特
例
被
保
険
者
（
日
雇
特
例
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
を
含
む
。
）
」
と
、
第

例
被
保
険
者
（
日
雇
特
例
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
を
含
む
。
）
」
と
、
同
条
第
五

百
二
十
二
条
第
一
項
中
「
協
会
又
は
委
託
市
町
村
」
と
あ
る
の
は
「
協
会
」
と
、

項
中
「
事
業
主
又
は
任
意
継
続
被
保
険
者
」
と
あ
る
の
は
、
「
日
雇
特
例
被
保
険

「
法
第
百
二
十
九
条
第
二
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
受
給
資
格
者
票
に
法
第
百

者
（
日
雇
特
例
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
を
含
む
。
）
」
と
、
第
百
二
十
二
条
第
一

二
十
九
条
第
二
項
第
一
号
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
協
会
又
は
委
託
市
町
村
」
と

項
中
「
協
会
又
は
委
託
市
町
村
」
と
あ
る
の
は
「
協
会
」
と
、
「
法
第
百
二
十
九

あ
る
の
は
「
協
会
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

条
第
二
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
受
給
資
格
者
票
に
法
第
百
二
十
九
条
第
二
項

第
一
号
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
協
会
又
は
委
託
市
町
村
」
と
あ
る
の
は
「
協
会

」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

５

第
四
十
八
条
（
第
三
項
を
除
く
。
）
、
第
四
十
九
条
（
第
五
項
を
除
く
。
）
、

５

第
四
十
八
条
（
第
三
項
を
除
く
。
）
、
第
四
十
九
条
（
第
五
項
を
除
く
。
）
、

第
五
十
条
（
第
二
項
、
第
三
項
及
び
第
六
項
を
除
く
。
）
、
第
百
三
条
の
二
第
三

第
五
十
条
（
第
二
項
、
第
三
項
及
び
第
六
項
を
除
く
。
）
、
第
百
三
条
の
二
第
三

項
（
第
一
号
及
び
第
二
号
を
除
く
。
）
及
び
第
百
二
十
二
条
の
規
定
は
、
日
雇
特

項
（
第
一
号
及
び
第
二
号
を
除
く
。
）
及
び
第
百
二
十
二
条
の
規
定
は
、
日
雇
特

例
被
保
険
者
又
は
そ
の
被
扶
養
者
に
係
る
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定

例
被
保
険
者
又
は
そ
の
被
扶
養
者
に
係
る
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定

証
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
被
保
険
者

証
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
被
保
険
者

」
と
あ
る
の
は
、
「
日
雇
特
例
被
保
険
者
（
日
雇
特
例
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
を

」
と
あ
る
の
は
、
「
日
雇
特
例
被
保
険
者
（
日
雇
特
例
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
を

含
む
。
）
」
と
読
み
替
え
る
ほ
か
、
第
四
十
八
条
第
一
項
中
「
被
保
険
者
証
の
記

含
む
。
）
」
と
読
み
替
え
る
ほ
か
、
第
四
十
八
条
第
一
項
中
「
被
保
険
者
証
の
記

号
若
し
く
は
番
号
、
そ
の
氏
名
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
氏
名
、
住
所
若
し
く
は
居

号
若
し
く
は
番
号
、
そ
の
氏
名
、
事
業
所
の
名
称
若
し
く
は
所
在
地
又
は
被
扶
養

所
」
と
、
「
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
協
会
に
提
出

者
の
氏
名
に
変
更
（
協
会
が
管
掌
す
る
健
康
保
険
に
あ
っ
て
は
、
同
一
の
都
道
府

す
る
と
き
は
事
業
主
及
び
厚
生
労
働
大
臣
の
順
に
、
健
康
保
険
組
合
に
提
出
す
る

県
の
区
域
内
に
お
け
る
事
業
所
の
所
在
地
の
変
更
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「

と
き
は
事
業
主
を
経
由
し
て
行
う
も
の
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
提
出
し
な
け
れ

そ
の
氏
名
、
住
所
若
し
く
は
居
所
又
は
被
扶
養
者
の
氏
名
に
変
更
」
と
、
「
提
出

ば
な
ら
な
い
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
訂
正
し
、
事
業
主
を
経
由
し
て
」
と
あ
る

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
協
会
に
提
出
す
る
と
き
は
事
業

の
は
「
訂
正
し
て
、
」
と
、
第
五
十
条
第
四
項
中
「
任
意
継
続
被
保
険
者
」
と
あ

主
及
び
厚
生
労
働
大
臣
の
順
に
、
健
康
保
険
組
合
に
提
出
す
る
と
き
は
事
業
主
を



る
の
は
、
「
日
雇
特
例
被
保
険
者
（
日
雇
特
例
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
を
含
む
。

経
由
し
て
行
う
も
の
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と

）
」
と
、
同
条
第
五
項
中
「
事
業
主
又
は
任
意
継
続
被
保
険
者
」
と
あ
る
の
は
、

、
同
条
第
二
項
中
「
訂
正
し
、
事
業
主
を
経
由
し
て
」
と
あ
る
の
は
「
訂
正
し
て

「
日
雇
特
例
被
保
険
者
（
日
雇
特
例
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
を
含
む
。
）
」
と
、

、
」
と
、
第
五
十
条
第
四
項
中
「
任
意
継
続
被
保
険
者
」
と
あ
る
の
は
、
「
日
雇

第
百
三
条
の
二
第
三
項
第
四
号
中
「
第
四
十
三
条
第
一
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
場

特
例
被
保
険
者
（
日
雇
特
例
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
を
含
む
。
）
」
と
、
同
条
第

合
に
該
当
し
て
い
る
旨
の
認
定
を
受
け
て
い
る
被
保
険
者
が
同
号
イ
に
掲
げ
る
場

五
項
中
「
事
業
主
又
は
任
意
継
続
被
保
険
者
」
と
あ
る
の
は
、
「
日
雇
特
例
被
保

合
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き
又
は
同
号
ロ
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
て
い
る
旨

険
者
（
日
雇
特
例
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
を
含
む
。
）
」
と
、
第
百
三
条
の
二
第

の
認
定
を
受
け
て
い
る
被
保
険
者
が
同
号
ロ
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
三
条
第
一

三
項
第
四
号
中
「
第
四
十
三
条
第
一
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
て
い

項
第
一
号
ハ
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
て
い
る
旨
の
認
定
を
受
け
て
い
る
日
雇
特

る
旨
の
認
定
を
受
け
て
い
る
被
保
険
者
が
同
号
イ
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
な
く

例
被
保
険
者
（
日
雇
特
例
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い

な
っ
た
と
き
又
は
同
号
ロ
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
て
い
る
旨
の
認
定
を
受
け
て

て
同
じ
。
）
が
同
号
ハ
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き
、
同
項
第
二

い
る
被
保
険
者
が
同
号
ロ
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
三
条
第
一
項
第
一
号
ハ
に
掲

号
ハ
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
て
い
る
旨
の
認
定
を
受
け
て
い
る
日
雇
特
例
被
保

げ
る
場
合
に
該
当
し
て
い
る
旨
の
認
定
を
受
け
て
い
る
日
雇
特
例
被
保
険
者
（
日

険
者
が
同
号
ハ
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き
又
は
同
号
ニ
に
掲
げ

雇
特
例
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
同

る
場
合
に
該
当
し
て
い
る
旨
の
認
定
を
受
け
て
い
る
日
雇
特
例
被
保
険
者
が
同
号

号
ハ
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き
、
同
項
第
二
号
ハ
に
掲
げ
る
場

ニ
」
と
、
第
百
二
十
二
条
第
一
項
中
「
協
会
又
は
委
託
市
町
村
」
と
あ
る
の
は
「

合
に
該
当
し
て
い
る
旨
の
認
定
を
受
け
て
い
る
日
雇
特
例
被
保
険
者
が
同
号
ハ
に

協
会
」
と
、
「
法
第
百
二
十
九
条
第
二
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
受
給
資
格
者

掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き
又
は
同
号
ニ
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し

票
に
法
第
百
二
十
九
条
第
二
項
第
一
号
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
協
会
又
は
委
託

て
い
る
旨
の
認
定
を
受
け
て
い
る
日
雇
特
例
被
保
険
者
が
同
号
ニ
」
と
、
第
百
二

市
町
村
」
と
あ
る
の
は
「
協
会
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

十
二
条
第
一
項
中
「
協
会
又
は
委
託
市
町
村
」
と
あ
る
の
は
「
協
会
」
と
、
「
法

第
百
二
十
九
条
第
二
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
受
給
資
格
者
票
に
法
第
百
二
十

九
条
第
二
項
第
一
号
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
協
会
又
は
委
託
市
町
村
」
と
あ
る

の
は
「
協
会
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。



◎

船
員
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
十
五
年
厚
生
省
令
第
五
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
被
保
険
者
証
の
交
付
）

（
被
保
険
者
証
の
交
付
）

第
三
十
五
条

（
略
）

第
三
十
五
条

（
略
）

（
被
保
険
者
証
の
訂
正
）

（
被
保
険
者
証
の
訂
正
）

第
三
十
六
条

被
保
険
者
は
、
被
保
険
者
証
の
記
号
若
し
く
は
番
号
、
そ
の
氏
名
又

第
三
十
六
条

被
保
険
者
は
、
被
保
険
者
証
の
記
号
若
し
く
は
番
号
、
そ
の
氏
名
、

は
被
扶
養
者
の
氏
名
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
被
保
険
者
証
を
協
会

船
舶
所
有
者
の
氏
名
若
し
く
は
住
所
又
は
被
扶
養
者
の
氏
名
に
変
更
（
同
一
の
都
道

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
船
舶
所
有
者
及
び
厚
生

府
県
の
区
域
内
に
お
け
る
船
舶
所
有
者
の
住
所
の
変
更
を
除
く
。
）
が
あ
っ
た
と
き

労
働
大
臣
の
順
に
経
由
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

は
、
遅
滞
な
く
、
被
保
険
者
証
を
協
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
は
、
船
舶
所
有
者
及
び
厚
生
労
働
大
臣
の
順
に
経
由
し
て
行
う
も
の
と
す

る
。

２
～
３

（
略
）

２
～
３

（
略
）

（
被
保
険
者
証
の
再
交
付
）

（
被
保
険
者
証
の
再
交
付
）

第
三
十
七
条

（
略
）

第
三
十
七
条

（
略
）
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OYWLT
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OYWLT
タイプライターテキスト
【御参考③】「「国民の声集中受付月間（第1回）」において提出された提案等への対処方針について」（平成22年6月18日閣議決定）（抄）

OYWLT
タイプライターテキスト
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長方形



【御参考④】 

 

◎「国民の声」健康保険被保険者証の券面表示の見直しの要望 

（管理番号 40531088） 

（第１回集中受付月間（１月１８日～２月１７日受付）で提出） 

 

（提案事項名） 

健康保険被保険者証の券面表示の見直し 

 

（提案主体名） 

社団法人日本経済団体連合会 

 

（提案の具体的内容） 

被保険者証の券面表示については、事業所名称、事業所所在地の記載を省略

できるようにすべきである。 

２００９年度あじさい要望回答において「健康保険の被保険者証の事業所の

名称及び所在地の記載については、緊急時の場合に医療機関が事業主に照会す

る必要があること等の理由から求めているものである」とあるが、ご指摘のケ

ースについて具体的かつ網羅的に示していただきたい。 

 

（提案理由） 

健康保険組合は、記号、名称、所在地等を記載した被保険者証を被保険者に

交付しなければならず、それらに変更があった場合、被保険者から被保険者証

の提出を受けて、訂正の後、被保険者に返付しなければならない。 

しかし、事業再編などによる事業所名称等の変更が増大しており、健康保険

組合ではその都度、被保険者、被扶養者全員分の被保険者証の更新を行わなけ

ればならず、回収・返付作業による事務負担が大きい。券面に表示する内容を

最小限にとどめることで、事務軽減にもつながる。 

また、事業所所在地等を券面に記載しなくても、保険給付の手続き上、特段

の支障が生じるとは考えにくい。 

 




